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大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 

職員の懲戒処分の手続きに関する規程 

 
                              平成２５年３月２５日  

規 程 第 1 0 号  
改正 令和 ３年 １月２８日規程第 ９号 

改正 令和 ３年 ３月２６日規程第２２号 

 
 

（目的） 

第１条 この規程は、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構職員就業規則

（平成１６年規則第１号）第６９条、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機

構フルタイム非常勤職員就業規則（令和３年規則第１号）第３５条、大学共同利用機関

法人高エネルギー加速器研究機構パートタイム職員就業規則（平成１６年規則第３号）

第３５条、大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構再雇用職員就業規則（平

成 

１６年規則第４号）第３６条及び大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構招

聘研究員就業規則（平成１６年規則第５号）第３６条に規定する懲戒（以下「懲戒処分」

という。）の手続きに関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（報告） 

第２条 所長、施設長、部長・室長（管理局の部長・室長を除く。）及び管理局長は、所

属の職員又は自らに、懲戒処分の事案が発生したときは、遅滞なく機構長に報告しなけ

ればならない。 

 

（調査） 

第３条 機構長は、前条の報告を受けた場合、事実関係が明白な懲戒処分の事案を除き、

原則として、その都度懲戒処分に対する調査委員会（以下「調査委員会」という。）を

設置して事実関係の調査を行わせるものとする。 

２ 前項に規定する調査委員会は、事案ごとに機構長が指名する職員をもって組織する。 

３ 機構長は、調査の結果、懲戒処分の審査が必要と認めたときは、審査機関に審査を付

託するものとする。 

 

（審査機関） 

第４条 職員は、審査機関の審査の結果によるものでなければ、懲戒処分を受けることは

ない。 

２ 前項に規定する審査機関は、所長、施設長、J-PARC センター長及び教員（以下「教

員等」という。）にあっては教育研究評議会（以下「評議会」という。）、教員等以外の

職員にあっては職員懲戒審査委員会（以下「審査委員会」という。）とする。 

３ 審査機関は、公平性、中立性を維持し、その審査を行わなければならない。 

４ 審査機関は、必要があると認めたときは、調査委員会に追加調査を行わせることがで

きる。 

 

（教員等の審査の特例） 

第５条 評議会は、教員等の審査に当たっては、原則として、前条第２項に規定する審査

委員会に事案の審査を行わせるものとする。 
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２ 前項により審査を付託された審査委員会は、審査の結果に基づき、別に定める審査説

明書（案）を作成し、評議会に報告しなければならない。 

 

 

 

３ 評議会は、特に必要と認めるときは、前項に規定する審査委員会の審査結果について、

研究所、研究施設に置く運営会議に意見を聴くことができる。 

 

（審査説明書の交付） 

第６条 審査機関は、審査の決定をした場合には、懲戒処分に係る審査の対象となる職員

（以下「審査対象者」という。）に対し、別に定める「審査説明書」を交付しなければ

ならない。 

２ 審査説明書の交付を受けるべき審査対象者の所在を知ることができないときは、その

内容を民法（明治２９年法律第８９号）第９８条第２項に定める方法により公示するも

のとする。この場合において、公示された日から２週間を経過したときに、審査説明書

が交付されたものとみなす。 

 

（陳述請求） 

第７条 審査対象者は、審査説明書を交付された日から１４日以内に、審査機関に対して、

弁明のための陳述を行うことを請求することができる。 

２ 陳述の請求は、別に定める「陳述請求書」を提出することにより行わなければならな

い。 

３ 陳述請求書には、必要な書類を添付することができる。 

４ 審査対象者は、第１項の規定による請求を行わない場合には、文書により申し出るこ

とができる。 

 

（陳述の機会の付与） 

第８条 前条第１項の規定による請求があった場合、審査機関は、審査対象者に、口頭又

は文書による陳述の機会を与えなければならない。 

２ 陳述の請求があった場合、審査機関は、口頭による陳述については、陳述の日時、場

所を、文書による陳述については、提出期限の日を、当該陳述の日時又は期日の５日前

までに請求者に通知しなければならない。 

３ 陳述の請求がない場合は、審査説明書を交付した日から１５日後の日をもって審査機

関の決定とする。ただし、第７条第４項の規定による請求を行わない旨の申し出があっ

た場合には、申し出を受けた日をもって審査機関の決定とする。 

 

（陳述請求の取下げ） 

第９条 陳述の請求は、前条第２項の規定によって通知を受けた日時又は期日までに、こ

れを取り下げることができる。 

２ 前項の規定による取り下げは、文書によって行わなければならない。 

 

（陳述） 

第 10 条 請求者は、口頭による陳述を行うときは、審査機関が指定した日時、場所に出

頭するものとし、書面による陳述を行うときは、審査機関が指定した期日までに陳述書

を提出しなければならない。 
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２ 請求者が正当な理由なく、指定した日時に出頭しなかったとき若しくは出頭しても陳

述を行わなかったとき、又は指定した期日までに陳述書を提出しなかったときは、当該

陳述の請求を取り下げたものとみなす。 

３ 請求者は、病気その他やむを得ない理由により、指定された日時に出頭できない場合

又は期日までに陳述書を提出できない場合には、その理由を証明する書類を添付した理

由書を審査機関に提出しなければならない。 

 

（審査結果の報告） 

第 11 条 審査機関は、口頭又は書面による陳述等を受けた場合はあらためて審査の上、

認定した事実及び懲戒処分事由該当性の結果（以下「審査結果」という。）を別に定め

る「審査結果報告書」により、機構長に報告しなければならない。 

 

（懲戒処分書等の交付） 

第 12 条 機構長は、前条の審査結果に基づき、審査対象者に対する懲戒処分を決定する。 

２ 懲戒処分は、別に定める「懲戒処分書」及び「処分説明書」（以下「懲戒処分書等」

という。）を交付して行う。 

３ 懲戒処分の効力は、懲戒処分書等を交付したときに発生する。 

４ 第２項の懲戒処分書等の交付を行う際に、これを受けるべき審査対象者の所在を知る

ことができないときは、その内容を民法（明治２９年法律第８９号）第９８条第２項に

定める方法により公示するものとする。この場合において、公示された日から２週間を

経過したときに、懲戒処分書等が交付されたものとみなす。 

 

（懲戒処分の期間） 

第 13 条 懲戒処分の期間は、処分の効力が発生した日の翌日から起算する。 

２ 停職の期間は、暦日計算による。 

 

（雑則） 

第 14 条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項については、別に

定める。 

 

 

 附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年１月２８日規程第９号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月２６日規程第２２号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 


